
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行日：20２6年3月1日（日） 

℡ ０９７－５４０－７５５５ 

◆ マイナンバーカード以外での資格確認方法について ◆ 

（医療機関向けポータルサイトより抜粋） 

 

〇健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取り扱い（令和 8年 3月 31日まで）〇 

令和7年12月2日以降、期限切れに気づかずに健康保険証を引き続き持参してしまう患者様や、保険者から通期された 

『資格情報のお知らせ』のみを持参する患者様も想定されます。 

 そういった患者様につきましては、加入している保険者によらず、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診できるように、 

被保険者番号等によりオンライン資格確認を行うなどした上で、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うことが可能です。 

 こうした対応は、令和8年3月31日までの暫定的な対応であり、次回以降の受診時には、マイナ保険証か資格確認書を必ず持参 

いただくように、呼びかけてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■留守番電話の際、緊急事項につきましては恐れ入りますが、「ご伝言」をお願いいたします。 

■消耗品のご注文は、なるべくＦＡＸにてご注文をいただきますようお願いいたします。FAX.097-540-7556 


